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栗城　奈
なな

那ちゃん
栗城　大さん（　桜　）

〈令和２年２月20日撮影〉菊地百
ももか

々花ちゃん
菊地　将史さん（　桜　）

原畑いろはちゃん
原畑　正裕さん（平　和）

〈令和２年２月20日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

八田　基
きすけ

輔くん
八田　祐輔さん（虹　別）

髙橋　蓮
れん

くん
髙橋　一博さん（上多和）

高谷　橙
とうじ

治くん
高谷　敬太さん（　旭　）

　広報しべちゃで掲載された写真は、データ
形式にて提供しますので、お気軽に連絡して
ください。
▽連絡先／役場企画財政課地域振興係

（２階⑰番窓口☎内線224）

広報しべちゃに掲載した写真を
データ提供します

塚本　勘
かんた

太くん
塚本　俊哉さん（開　運）

竹村　颯
そうま

真くん
竹村康太郎さん（平　和）

〜お願い〜
●�登下校時間に合わせて、散歩・
買い物・家の周りでの作業な
どをしながら、子どもたちの
見守りをお願いします。

●�「おはよう」「行ってらっしゃ
い」「お帰り」など子どもた
ちへの声掛けをお願いしま
す。

●�不審者を発見した場合は警
察、学校などに至急連絡をお
願いします。

　新年度を迎え、新１年生をはじめとする町内各学校の子どもた
ちが元気に通学します。
　学校と教育委員会では、子どもたちを犯罪から守り、事故に遭
わせないための指導や、通学路の点検、防犯ブザーの配布などの
環境整備に取り組んでいます。
　町内会・地域会、ボランティアなど各団体の皆さんには、日頃
より通学路の安全対策活動などを実施いただいており、その活動
は誠に心強いものであります。ご協力に感謝申し上げます。
　子どもたちの安全を守るために
は、学校や家庭、地域全体での情報
共有や連携を図る取り組みが重要で
す。さらなる安心・ 安全な地域社会
づくりに向けて、町民の皆さんには、
新１年生をはじめとする児童生徒の
安全確保の取り組みに、一層のご協
力をお願いします。

子どもたちの安全確保についてのお願い 標茶町教育委員会
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　　 障がい者相談支援事業 
　町立病院で子宮頸がん検診を希望され
る方は、ふれあい交流センター（☎485-
1000）へ。釧路がん検診センターでの乳が
ん・子宮頸がん検診を希望される方は、直
接釧路がん検診センター…（☎0154-37-3370）
へ申し込みください。

　　乳がん・子宮頸
けい

がん検診

母子健康手帳の交付はふれあい交流センター
で受け付けています。

　下記の事業所では、障がいに関わる相談を受け付けています。
役場保健福祉課社会福祉係（１階④番窓口☎内線132）を介して
相談する事も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
ハート釧路障がい者相談支援事業所（☎︎0154-32-7400）
［訪問相談］４月１日㈬、８日㈬、15日㈬、22日㈬
［場所］役場保健福祉課社会福祉係［電話相談］月〜金曜日
相談サポートみないる（☎︎486-7811）
［相談日］月〜金曜日［場所］相談者の希望する場所

１㈬ ２㈭ ３㈮ ４㈯
◦総合住民健診
  6：00～10：00（交）

◦総合住民健診
  6：00～10：00（交）

◦総合住民健診
  6：00～10：00（交）
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

５㈰ ６㈪ ７㈫ ８㈬ ９㈭ 10㈮ 11㈯
◦総合住民健診
  6：00～10：00（交）

◦総合住民健診
  7：00～10：00（磯）
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦総合住民健診
  7：00～10：00（磯）
◦子育てサロン
　（２歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦総合住民健診
  7：30～10：00（久）
◦遊びの広場
　10:00～11:30（交）

◦総合住民健診
  7：00～10：00（塘）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

12㈰ 13㈪ 14㈫ 15㈬ 16㈭ 17㈮ 18㈯
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（２歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育て講座
　10:00～11:30（交）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30～15:30（交）
◦離乳食学習会
　13:30～15:00（交）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

19㈰ 20㈪ 21㈫ 22㈬ 23㈭ 24㈮ 25㈯
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（２歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦わんぱく
　10：00～11：30（交）   
◦介護者のつどい
　13:30～15:30（交）

◦３歳児健診
　 9:30～9:45（交）
※対象は平成29年
　2・3月生まれ
◦乳児健診
　13:00～13:15(交)

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

26㈰ 27㈪ 28㈫ 29㈬ 30㈭
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）
◦パパママ教室
　13:30～15:30（交）

◦子育てサロン
　（２歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）
◦歯科検診　
　（フッ素・　　　　
　　サホライド塗布）
　10:00～10:20（交）

暮らしいきいきカレンダー ４月

（交）…ふれあい交流センター
（磯）…磯分内酪農センター
（久）…久著呂農村環境改善センター
（塘）…塘路住民センター

５月上旬の予定

◦１日㈮…子育てサロン（0・1歳）
◦８日㈮…子育てサロン（0・1歳）
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発行／標茶町役場／編集／地域振興係／発行日／

標茶町役場　　　　　　  ☎015-485-2111　　FAX015-485-4111
町ホームページ　　　　   https://town.shibecha.hokkaido.jp/ 
携帯電話版ホームページ   http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/i/ 
町公式Facebook            https://www.facebook.com/town.shibecha/
Eメール                         info@office.town.shibecha.hokkaido.jp 

広報しべちゃは、環境保護のために古紙配合率100％再生紙および
100％植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

令和２年４月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

２月１日〜２月29日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

原口　叶
あうむ

夢く　ん 智也さん 桜
千葉　大

だいち

地く　ん 友行さん 沼 幌

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

奥山　富子さ　ん 88歳 川 上
平山　政義さ　ん 93歳 川 上
栗田　和行さ　ん 88歳 磯 分 内
寺島　　壽さ　ん 89歳 磯 分 内
小林かつ子さ　ん 97歳 川 上
井上　良子さ　ん 94歳 川 上
岡村　征子さ　ん 82歳 磯 分 内
吉澤　トシさ　ん 93歳 虹 別

人の動き
２月末現在 前月対比

男 3,591人 3人増
女 3,902人 6人減
計 7,493人 3人減
世帯 3,640世帯 3世帯減

注）おたんじょうおよびおくやみコー
ナーは、役場へ届け出の際に同意い
ただいた方のみ掲載しています。

防災・防犯情報などをメールで
お知らせします。登録はこちら
（https://service.sugumail.com/
shibechacho/member/）

　広報しべちゃで掲載された写真は、データ形式
にて提供しますので、お気軽に連絡してください。
▽連絡先／役場企画財政課地域振興係

（２階⑰番窓口☎内線224）

広報しべちゃに掲載した写真を
データ提供します

８日㈬ 9:30〜
自動車運転免許更新時講習会（優良の方のみ）

（開発センター）　
問︎役場総務課交通防災係（☎内線213）

  4  月のイベント情報

　町内で開催されるイベント・セミナーなどの情報を募集し
ています。（掲載は無料です）
■ 掲載内容／イベント名、開催日時、場所、問い合わせ先
■ 対象／町内で開催され、誰でも参加できる催し
■締め切り／・５月号…４月６日㈪
　　　　　　・６月号…５月７日㈭
■ 問い合わせ／ 役場企画財政課地域振興係（２階⑰番窓口☎

内線224）

広報しべちゃにイベント情報を掲載しませんか？

町営住宅入居者募集の記事は15ページに掲載して
います。

毎月19日は「食育の日」
　北海道では、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識
と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践するこ
とができる人間を育てる「食育」の取組を進めています。
　「食育の日」は、食育の取り組みを継続的に展開し、より
一層の定着を図るための機会として、国の「食育推進基本
計画」により定められ、食育の「育（いく）」という言葉が

「19」という数字を連想させる
ことから、毎月19日とされてい
ます。皆さん、この「食育の日」に、
毎日の生活を支える「食」につ
いて、あらためて考えてみませ
んか。
■�問い合わせ／北海道農政部食の安全推進局食品政策課食品

企画グループ（☎011-204-5427）


